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１．はじめに

　2017年５月に改訂された日本版スチュワード

シップ・コード（以下、日本版SSコード）の主

な狙いは、機関投資家によるスチュワードシップ

活動の実効性の向上である。機関投資家には、イ

ンベストメント・チェーンにおける各々の状況に

応じて、自らの責任を実質において適切に果たす

ことで、コーポレートガバナンス改革を「形式」

から「実質」へと進化させることが期待されてい

る。
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　本稿は、英国におけるスチュワードシップ・コードの推進の状況や、様々な機関のスチュワードシップ活動に
係る取組みを検討することで、わが国の機関投資家のスチュワードシップ活動の実効性を高めるための施策を考
察する。具体的には、自主規制機関である英国FRC、投資運用会社の業界団体である英国Investment�
Association、アセットマネジャーの取組みとしてJPMorgan�Asset�Management（UK）社の事例を取り上げる。
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